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上
宮
寺
門
徒
団
史
料
の
基
礎
的
考
察
─
中
世
末
期
・
近
世
初
期
を
中
心
に
─

垣
　
内
　
健
　
克

は
じ
め
に

　

三
河
本
願
寺
勢
力（

（
（

に
関
す
る
研
究
の
蓄
積
は
大
き
い
。
本
願
寺
研
究
の
一
環
と
し

て
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
大
名
研
究
と
結
び
つ
い
た
形
で
の
研
究
も
多
く
、
検
討
課

題
の
豊
富
な
題
目
と
い
え
よ
う
。

　

三
河
本
願
寺
勢
力
に
関
す
る
研
究
で
基
礎
と
な
る
の
は
新
行
紀
一
氏
の
研
究
で
あ

る
。新
行
氏
は
三
河
本
願
寺
勢
力
の
成
立
と
展
開
の
過
程
に
つ
い
て
整
理
し
た
上
で
、

三
河
一
向
一
揆
の
構
造
と
経
過
を
厳
密
な
史
料
検
討
に
基
づ
い
て
詳
細
に
論
じ
た（

（
（

。

さ
ら
に
、
三
河
本
願
寺
勢
力
の
復
興
過
程
に
も
目
を
向
け
、
材
木
京
上
一
件（

（
（

を
取
り

上
げ
な
が
ら
、
徳
川
領
国
に
お
け
る
大
名
権
力
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る（
（
（

。

　

こ
れ
ら
の
新
行
氏
の
研
究
に
続
い
て
、
青
木
馨
氏
は
、
三
河
本
願
寺
勢
力
の
復
興

過
程
に
つ
い
て
、
教
如
の
動
向
に
注
目
し
た（

（
（

。
石
山
合
戦
終
結
を
め
ぐ
る
本
願
寺
新

門
教
如
の
動
向
に
つ
い
て
、
三
河
本
願
寺
勢
力
と
の
関
わ
り
に
視
点
を
置
き
、
三
河

本
願
寺
勢
力
の
再
興
過
程
の
分
析
を
行
っ
た
。

　

以
上
の
先
行
研
究
を
よ
り
深
め
る
形
で
、
近
年
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
三
河

本
願
寺
勢
力
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
安
藤
弥
氏
は
天
正
十
一
（
一
五
八
三
）
年
三

河
本
願
寺
勢
力
赦
免
、
十
三
（
一
五
八
五
）
年
三
河
七
か
寺
赦
免
、
十
六
（
一
五
八

八
）
年
材
木
京
上
一
件
な
ど
、
家
康
と
の
政
治
的
関
係
を
中
心
と
す
る
議
論
に
傾
い

て
い
る
状
況
を
指
摘
し
、
そ
の
狭
間
を
含
め
た
三
河
本
願
寺
勢
力
の
再
興
過
程
の
詳

細
検
討
を
課
題
と
し
て
提
示
し
た
。
そ
の
上
で
、
平
地
御
坊
本
宗
寺
を
中
心
と
し
た

体
制
理
解
で
三
河
本
願
寺
勢
力
の
全
体
像
を
再
検
討
し
、
さ
ら
に
三
河
本
願
寺
勢
力

の
自
律
的
動
向
に
注
目
し
な
が
ら
、
そ
の
再
興
過
程
を
検
討
し
て
い
る（

（
（

。
三
河
本
願

寺
勢
力
研
究
の
課
題
の
提
示
も
積
極
的
に
行
っ
て
お
り
、
豊
臣
政
権
期
の
本
願
寺
勢
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四
二

力
史
論
の
本
格
的
検
討
、
三
河
一
向
一
揆
関
連
史
料
の
再
検
討
の
必
要
性
、
地
方
本

願
寺
勢
力
の
動
向
か
ら
の
本
願
寺
東
西
分
派
論
の
構
築
を
意
識
す
べ
き
こ
と
な
ど
を

提
示
し
て
い
る（

（
（

。

　

水
野
智
之
氏
は
材
木
京
上
一
件
に
注
目
し
、
豊
臣
政
権
と
大
名
、
天
皇
、
寺
院
と

の
相
互
関
係
を
考
察
し
た（

（
（

。
豊
臣
政
権
内
に
包
摂
さ
れ
つ
つ
も
、
な
お
そ
の
独
自
性

を
誇
示
す
る
家
康
と
、
そ
れ
を
完
全
に
取
り
込
も
う
と
す
る
秀
吉
の
姿
を
と
ら
え
、

同
時
に
宗
教
勢
力
を
支
配
下
に
置
こ
う
と
す
る
武
家
勢
力
の
動
向
を
材
木
京
上
一
件

の
経
過
か
ら
確
認
し
た
。
秀
吉
は
天
皇
を
頂
点
と
し
た
公
家
社
会
の
秩
序
を
以
て
家

康
を
官
職
・
実
力
の
両
面
か
ら
統
制
し
て
い
た
。
し
か
し
、
豊
臣
政
権
の
仲
介
で
一

度
停
止
さ
れ
た
材
木
京
上
人
足
役
の
再
賦
課
が
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
家
康
の
独
自

性
を
実
質
的
に
統
御
で
き
ず
、
天
皇
を
頂
点
と
す
る
支
配
秩
序
を
基
に
す
る
統
制
路

線
が
軽
ん
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

　

谷
口
央
氏
は
三
河
本
願
寺
勢
力
の
再
興
過
程
に
つ
い
て
、
小
牧
長
久
手
の
戦
い
へ

と
つ
な
が
る
徳
川
・
羽
柴
両
氏
の
対
抗
関
係
を
前
提
と
し
て
、
三
河
本
願
寺
勢
力
の

解
禁
が
行
わ
れ
た
と
い
う
従
来
の
見
解
の
見
直
し
を
行
っ
た（

（
（

。
徳
川
・
羽
柴
両
氏
の

対
立
以
前
か
ら
本
願
寺
と
徳
川
氏
に
よ
る
本
願
寺
勢
力
再
興
へ
の
交
渉
は
進
め
ら
れ

て
お
り
、
禁
教
期
間
に
お
け
る
有
力
寺
院
の
不
在
に
よ
っ
て
、
三
河
本
願
寺
勢
力
の

有
力
寺
院
と
そ
の
坊
主
衆
の
連
帯
体
制
は
薄
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
三
河
国
に

お
け
る
本
願
寺
派
禁
教
解
除
の
背
景
と
し
て
の
徳
川
・
羽
柴
両
氏
の
対
立
構
造
は
さ

ほ
ど
強
調
度
の
高
い
も
の
で
は
な
い
と
の
説
を
提
示
し
た
。

　

村
岡
幹
生
氏
は
三
河
一
向
一
揆
に
つ
い
て
の
再
検
討
を
行
っ
た
。『
松
平
記
』
等

の
史
料
か
ら
反
家
康
勢
力
の
動
向
を
注
視
す
る
中
で
、
三
河
本
願
寺
勢
力
と
家
康
と

の
対
抗
関
係
を
中
心
に
見
過
ぎ
て
は
な
ら
な
い
と
指
摘
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
三

河
一
向
一
揆
の
表
現
と
し
て
は
「
永
禄
三
河
一
揆
」
の
方
が
無
難
で
あ
る
と
し
て
い

る（
（1
（

。
ま
た
、『
新
編
岡
崎
市
史（
（（
（

』、『
新
編
安
城
市
史（
（1
（

』
に
も
、
三
河
本
願
寺
勢
力
に

つ
い
て
の
詳
細
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
三
河
本
願
寺
勢
力
に
関
す
る
研
究
は
多
く
、
そ
の
歴
史
的
実
態
の
基

本
的
な
部
分
は
か
な
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
な
お
検
討
し
て
い
く
べ

き
点
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
三
河
本
願
寺
勢
力
に
関
す
る
研
究
は
三
河
一
向
一

揆
や
材
木
京
上
な
ど
の
事
件
を
中
心
と
し
て
発
展
し
て
き
て
い
る
が
、
三
河
一
向
一

揆
後
の
再
興
過
程
に
関
連
す
る
研
究
の
多
く
は
天
正
年
間
頃
ま
で
に
と
ど
ま
っ
て
お

り
、
よ
り
長
い
期
間
を
対
象
に
し
て
、
近
世
初
期
ま
で
見
据
え
て
考
え
て
い
く
必
要

が
あ
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
、
当
該
期
の
関
係
史
料
を
め
ぐ
る
詳
細
な
検
討
は
提

示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
急
ぎ
行
う
べ
き
研
究
課
題
と
考
え
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
上
宮
寺
文
書（
（1
（

、
特
に
上
宮
寺
末
寺
連
判
状
・
末
寺
帳
に
注

目
し
、
上
宮
寺
門
徒
団
の
本
末
関
係
を
中
心
と
し
た
歴
史
的
実
態
を
め
ぐ
る
基
礎
検

討
を
行
う
。
三
河
本
願
寺
勢
力
の
本
末
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
研
究
と
し
て
は
織

田
顕
信
氏（
（1
（

、
青
木
馨
氏（
（1
（

の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
両
氏
の
研
究
の
よ
う
に
、
三
河

本
願
寺
勢
力
寺
院
の
本
末
関
係
を
検
討
し
、
そ
の
本
末
関
係
を
基
礎
と
す
る
組
織
構

造
や
末
寺
道
場
の
変
遷
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
三
河
本
願
寺
勢
力
全
体
の

組
織
構
造
や
末
寺
道
場
の
実
態
の
解
明
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
以
下
、
順
を
追
っ
て
論
じ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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一
　
末
寺
連
判
状
・
末
寺
帳
の
特
徴
と
そ
の
傾
向

　

古
く
か
ら
、
三
河
三
か
寺
と
呼
ば
れ
、
中
心
的
な
存
在
と
さ
れ
る
の
が
、
佐
々
木

上
宮
寺
・
針
崎
勝
鬘
寺
・
野
寺
本
證
寺
で
あ
る
。
三
河
三
か
寺
は
多
数
の
末
寺
を
抱

え
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、
上
宮
寺
文
書
に
は
末
寺
連
判
状
や
末
寺
帳
が
比
較
的
多

く
伝
わ
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
古
い
も
の
で
文
明
十
六
（
一
四
八
四
）
年
『
如
光
弟

子
帳
』【
史
料
一（
（1
（

】
が
あ
り
、
天
正
年
間
～
元
和
年
間
の
頃
に
も
複
数
の
末
寺
連
判

状
な
ど
が
出
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
近
世
に
も
貞
享
四
（
一
六
八
七
）
年
『
東
本
願

寺
宗
上
宮
寺
末
寺
手
形
帳
』【
史
料
十
四（
（1
（

】
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
比
較
検
討
す
る
こ

と
で
、
上
宮
寺
の
本
末
関
係
や
末
寺
道
場
の
組
織
に
つ
い
て
、
特
徴
や
そ
の
変
遷
を

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
上
宮
寺
の
末
寺
連
判
状
・
末
寺
帳
に
注
目
し
て
検

討
し
て
い
き
た
い
。

　

検
討
の
前
提
と
し
て
、
上
宮
寺
の
末
寺
連
判
状
・
末
寺
帳
の
連
続
性
に
つ
い
て
確

認
し
た
い
。
現
存
で
も
っ
と
も
古
い
文
明
十
六
年
『
如
光
弟
子
帳
』【
史
料
一
】
は

上
宮
寺
如
光
の
弟
子
帳
と
し
て
伝
わ
っ
て
お
り
、
三
河
本
願
寺
勢
力
の
中
心
と
な
る

上
宮
寺
の
当
該
期
の
状
況
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
こ
で
は
「
末
寺
」
と
い
う
表
現
は
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、「
弟
子
帳
」
と
い

う
名
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、『
如
光
弟
子
帳
』
を
後
の
末
寺
連
判
状
・
末
寺

帳
と
同
列
に
検
討
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
と
す
る
考
え
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、『
如
光
弟
子
帳
』
に
見
え
る
地
名
の
大
半
は
、
後
の
末
寺
連
判
状
・

末
寺
帳
に
も
確
認
で
き
る
上
、
高
取
専
修
坊
や
坂
崎
法
蔵
坊
な
ど
の
一
部
の
道
場
の

名
称
も
一
致
し
て
い
る
た
め
、『
如
光
弟
子
帳
』
に
始
ま
る
上
宮
寺
末
寺
連
判
状
・

末
寺
帳
の
連
続
性
は
存
在
す
る
と
言
え
よ
う
。

　

上
宮
寺
の
末
寺
連
判
状
・
末
寺
帳
は
合
計
十
四
あ
る
。
そ
れ
ら
を
ま
と
め
た
の
が

【
表
1
】
で
あ
る
。
年
月
日
が
同
じ
連
判
状
や
作
成
目
的
が
同
じ
連
判
状
も
存
在
し

て
お
り
、
各
史
料
の
内
容
を
み
る
と
末
寺
帳
は
史
料
一
、
四
、
十
三
、
十
四
の
四
つ
、

本
願
寺
住
職
下
向
の
際
の
割
付
関
係
が
史
料
二
、
九
、
十
、
十
一
の
四
つ
、
そ
の
他

規
定
等
に
関
す
る
も
の
六
つ
と
い
う
よ
う
に
お
お
よ
そ
大
別
で
き
る
。

　

複
数
存
在
す
る
連
判
状
・
末
寺
帳
を
比
較
検
討
す
る
上
で
、
末
寺
道
場
・
坊
主
衆

の
変
遷
、
各
連
判
状
・
末
寺
帳
の
性
格
を
よ
り
捉
え
や
す
く
す
る
た
め
の
作
業
と
し

て
【
表
2
】
を
作
成
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
理
解
で
き
た
各
史
料
の
表
記
の
特
徴
や
、

読
み
取
れ
て
く
る
上
宮
寺
末
寺
道
場
の
状
況
を
示
せ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
各
史
料
に
は
、
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
と
地
名
が
両
方
記
さ
れ
て
い
る
も
の

も
あ
れ
ば
、
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
の
署
名
の
み
記
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
今
回
の
【
表
2
】
で
は
、
比
較
検
討
を
行
い
や
す
い
よ
う
に
、
地
名

の
み
記
載
さ
れ
た
末
寺
連
判
状
で
あ
っ
て
も
、
特
定
で
き
る
限
り
末
寺
道
場
・
坊
主

衆
の
名
も
記
入
し
た
。

　

ま
た
、
各
史
料
に
何
度
も
見
ら
れ
る
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
も
い
れ
ば
、
一
度
し
か

見
ら
れ
な
い
も
の
も
い
る
。
何
度
も
末
寺
連
判
状
に
署
名
し
て
い
る
末
寺
道
場
・
坊

主
衆
は
上
宮
寺
末
寺
道
場
内
で
も
上
位
に
位
置
す
る
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
の
大
半
は
、
署
名
に
付
さ

れ
る
地
名
が
ど
の
末
寺
連
判
状
で
も
同
じ
で
あ
る
が
、
一
部
の
坊
主
衆
は
途
中
で
別
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の
地
名
に
変
わ
っ
て
い
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
は
坊
主
衆
が
上
宮
寺
末
寺

道
場
内
で
、
別
の
道
場
に
移
動
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

地
名
も
同
様
に
、
複
数
の
末
寺
連
判
状
・
末
寺
帳
に
何
度
も
見
ら
れ
る
も
の
も
あ
れ

ば
、
一
度
し
か
見
ら
れ
な
い
も
の
ま
で
存
在
す
る
。
末
寺
連
判
状
・
末
寺
帳
ご
と
に

表
記
の
仕
方
が
異
な
る
地
名
が
多
い
。
漢
字
が
違
う
が
読
み
が
同
じ
も
の
（
細
川
と

細
河
、
小
峯
と
小
峰
、
鷹
取
と
高
取
な
ど
）、
あ
る
い
は
読
み
が
近
い
も
の
（
滝
見

と
鷹
見
村
な
ど
）
の
一
部
は
、
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
に
注
目
し
た
時
、
一
致
す
る
場

合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
末
寺
連
判
状
・
末
寺
帳
に
お
け
る
地
名
の
連
続
性

は
認
め
ら
れ
よ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
末
寺
連
判
状
・
末
寺
帳
を
俯
瞰
す
る
と
、
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
は

定
期
的
に
新
し
い
名
前
が
登
場
し
て
い
る
が
、
地
名
の
方
は
文
明
十
六
年
『
如
光
弟

子
帳
』【
史
料
一
】
に
見
ら
れ
る
も
の
が
そ
の
後
も
見
ら
れ
る
場
合
が
多
く
、
新
し

い
地
名
が
登
場
す
る
こ
と
は
少
な
い
傾
向
に
あ
る
。
末
寺
道
場
の
位
置
す
る
土
地
に

変
化
は
あ
ま
り
な
く（
（1
（

、
末
寺
道
場
内
で
坊
主
衆
が
交
代
し
な
が
ら
、
末
寺
連
判
状
に

名
を
連
ね
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　

さ
ら
に
、
各
史
料
に
見
ら
れ
る
上
宮
寺
末
寺
道
場
の
地
名
を
、
確
認
で
き
る
範
囲

で
地
図
に
落
と
し
て
確
認
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
矢
作
川
と
そ
の
支

流
の
付
近
に
位
置
す
る
も
の
、
東
海
道
な
ど
の
街
道
沿
い
に
位
置
す
る
も
の
、
海
岸

付
近
に
位
置
す
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
い
ず
れ
も
交
通
や
流
通
の
要

衝
で
あ
り
、
人
や
も
の
が
多
く
集
ま
る
地
点
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
場
所
に
真
宗
の

寺
院
や
道
場
が
建
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
先
行
研
究
で
よ
く
指
摘
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が（
（1
（

、
あ
ら
た
め
て
上
宮
寺
と
そ
の
末
寺
道
場
の
地
域
的
展
開

と
そ
の
基
盤
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

さ
て
、
お
お
よ
そ
上
宮
寺
末
寺
連
判
状
・
末
寺
帳
に
関
し
て
作
成
し
た
【
表
2
】

か
ら
俯
瞰
で
き
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
、
個
々
の
論
点
検
討
に
入
っ
て
い
き

た
い
。
本
稿
で
以
下
、
論
じ
て
い
く
の
は
、
同
年
月
・
同
年
月
日
に
作
成
さ
れ
た
末

寺
連
判
状
・
末
寺
帳
の
比
較
、
本
願
寺
分
裂
前
後
の
比
較
、
同
一
の
目
的
で
作
成
さ

れ
た
末
寺
連
判
状
・
末
寺
帳
の
比
較
の
三
点
で
あ
る
。

二
　
同
年
・
同
年
月
日
末
寺
連
判
状
・
末
寺
帳
の
比
較

　

上
宮
寺
末
寺
連
判
状
・
末
寺
帳
に
は
、
同
年
同
月
あ
る
い
は
同
年
月
日
に
出
さ
れ

た
と
さ
れ
る
連
判
状
や
末
寺
帳
が
存
在
す
る
。（
1
）
天
正
十
九
（
一
五
九
一
）
年

一
月
『
末
寺
帳
』【
史
料
四
】
と
天
正
十
九
年
一
月
二
十
日
『
末
寺
連
判
状
写
』【
史

料
五
】
は
同
年
同
月
で
、（
2
）
慶
長
二
（
一
五
九
七
）
年
八
月
二
十
四
日
『
末
寺

連
判
状
』【
史
料
六
】
と
そ
の
写
【
史
料
七
】、（
3
）
元
和
二
（
一
六
一
六
）
年
十

一
月
十
日
『
末
寺
連
判
状
』【
史
料
十
】【
史
料
十
一
】
は
同
年
月
日
で
あ
る
。
こ
れ

ら
に
署
名
し
て
い
る
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
を
比
較
す
る
と
、
人
数
の
不
一
致
や
署
名

し
た
坊
主
衆
の
名
が
異
な
っ
て
い
る
例
が
数
多
く
確
認
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
差
異
が

生
じ
た
理
由
や
そ
こ
か
ら
見
え
る
特
徴
に
つ
い
て
一
つ
ず
つ
考
察
し
て
い
き
た
い
。
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五

（
1
）
天
正
十
九
年
の
『
末
寺
帳
』
と
『
末
寺
連
判
状
写
』

　

ま
ず
、天
正
十
九
年
一
月
『
末
寺
帳
』【
史
料
四
】
と
天
正
十
九
年
一
月
二
十
日
『
末

寺
連
判
状
写
』【
史
料
五
】
を
比
較
す
る
。
こ
の
二
つ
の
史
料
は
作
成
さ
れ
た
目
的

が
大
き
く
異
な
る
た
め
、
史
料
に
見
ら
れ
る
末
寺
道
場
の
構
成
や
数
に
違
い
が
出
る

の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
来
末
寺
道
場
を
把
握
す
る
た
め
に
作
成

さ
れ
る
は
ず
の
【
史
料
四
】
に
見
ら
れ
る
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
の
数
よ
り
も
、
同
年

同
月
に
作
成
さ
れ
た
【
史
料
五
】
の
方
が
、
三
河
国
内
に
限
れ
ば
末
寺
道
場
・
坊
主

衆
の
数
が
多
く
み
ら
れ
る
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た（
11
（

。
な
ぜ
同
年
同
月
の
【
史
料
四
】

と
【
史
料
五
】
で
こ
の
よ
う
な
差
異
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
可
能
性
を
一
つ
ず
つ

検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

両
史
料
に
記
さ
れ
る
三
河
国
内
の
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
の
数
は
、【
史
料
四
】
が

五
十
二
、【
史
料
五
】
が
六
十
三
で
あ
り
、
前
者
よ
り
も
後
者
の
方
が
多
い
。
本
来
、

末
寺
道
場
の
把
握
を
目
的
と
し
て
作
成
さ
れ
、
そ
れ
を
す
べ
て
網
羅
し
て
い
る
は
ず

の
【
史
料
四
】
に
こ
の
よ
う
な
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
の
は
違
和
感
が
あ
る
。
後
に
述

べ
る
が
天
正
十
九
年
『
末
寺
連
判
状
写
』【
史
料
五
】
と
慶
長
二
年
『
末
寺
連
判
状
』

【
史
料
六
】
の
署
名
を
比
較
す
る
と
、
そ
の
大
部
分
が
一
致
す
る
。
つ
ま
り
、
上
宮

寺
末
寺
道
場
の
構
成
が
変
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　

注
目
す
べ
き
点
は
【
史
料
四
】【
史
料
五
】
の
両
史
料
を
比
較
し
た
時
に
ど
ち
ら

か
一
方
に
の
み
見
ら
れ
る
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
の
数
が
多
く
、
両
方
に
見
ら
れ
る
末

寺
道
場
・
坊
主
衆
が
三
分
の
一
程
度
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
同
年
の
作

成
に
も
関
わ
ら
ず
、
一
致
す
る
部
分
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
地

名
の
方
か
ら
比
較
し
て
み
る
と
、
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
の
名
前
で
比
較
し
た
時
に
比

べ
て
両
方
に
見
ら
れ
た
も
の
が
半
数
を
上
回
り
、
多
い
傾
向
に
あ
っ
た
。
ま
た
、【
史

料
四
】
は
【
史
料
五
】
と
比
べ
て
、
坊
主
衆
の
名
で
は
な
く
寺
院
の
名
で
記
載
さ
れ

て
い
る
も
の
が
多
く
、
そ
こ
が
両
者
の
差
異
の
一
つ
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
さ
ら
に
、【
史
料
五
】
に
見
ら
れ
ず
【
史
料
四
】
に
の
み
見
ら
れ
る
吉
浜
・

田
原
・
佐
々
木
・
神
戸
の
四
つ
、
両
方
に
記
載
は
あ
る
が
【
史
料
五
】
よ
り
も
【
史

料
四
】
に
数
が
多
く
記
載
さ
れ
て
い
る
地
名
は
吉
田
・
西
端
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
差
異
は
【
史
料
四
】
が
【
史
料
五
】
に
は
見
ら
れ
な
い
末
寺
道
場
・
坊
主

衆
ま
で
記
載
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
説
明
が
で
き
よ
う
。

　

こ
う
し
た
点
を
考
慮
し
て
見
る
と
、
坂
崎
・
牛
久
保
・
保
久
・
長
瀬
・
長
沢
・
鷲

田
・
大
の
ま
・
尾
崎
・
広
瀬
・
安
城
・
新
堀
・
一
色
・
赤
津
・
宮
口
・
大
門
・
赤
羽

根
・
鴛
鴨
に
つ
い
て
、【
史
料
四
】
と
【
史
料
五
】
に
お
け
る
署
名
の
数
が
合
わ
ず
、

ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
そ
の
原
因
と
思
わ
れ
る
問
題
を
一
つ
ず
つ
検
討

し
て
い
こ
う
。

　

坂
崎
と
宮
口
は
、【
史
料
四
】
で
は
一
つ
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、【
史
料
五
】

で
は
複
数
見
ら
れ
た
。【
史
料
四
】
の
記
述
を
見
る
と
坂
崎
は
法
善
寺
、
宮
口
は
浄

覚
寺
と
あ
り
、【
史
料
五
】
の
署
名
を
見
る
と
、
坂
崎
は
法
蔵
坊
・
教
順
・
順
恵
、

宮
口
は
祐
教
・
了
念
と
あ
っ
た
。【
史
料
四
】で
は
寺
院
の
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、

【
史
料
五
】
で
は
道
場
や
坊
主
の
名
で
連
判
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
坂
崎
・
宮
口
に
お
け
る
記
述
の
ズ
レ
は
、【
史
料
五
】
が
個
々
の
道
場
・
坊
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主
衆
が
署
名
す
る
の
に
対
し
て
、【
史
料
四
】
で
は
そ
れ
ら
を
ま
と
め
た
形
で
寺
院

の
名
前
が
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
記
述
の
方
式

が
異
な
る
両
史
料
の
性
格
の
違
い
が
こ
の
よ
う
な
差
異
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
以
外
に
も
長
沢
が
、【
史
料
五
】
で
は
了
西
と
了
心
の
二
名
が
長
沢
の
坊

主
衆
と
し
て
連
判
し
て
い
る
が
、【
史
料
四
】
で
は
了
西
の
名
前
に
の
み
長
沢
が
付

さ
れ
て
お
り
、
こ
ち
ら
も
ま
と
め
て
記
載
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
他
に
、
比
較
的
有
力
な
末
寺
道
場
に
近
隣
の
末
寺
道
場
が
ま
と
め
ら
れ
る
形

で
記
載
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
例
に
該
当
し
そ
う
な
末
寺
道
場
は
牛
久
保
、

大
門
で
あ
る
。
牛
久
保
は
吉
田
に
、大
門
は
岡
崎
に
ま
と
め
ら
れ
た
可
能
性
で
あ
る
。

牛
久
保
は
天
正
十
九
年
『
末
寺
連
判
状
写
』【
史
料
五
】
と
慶
長
二
年
『
末
寺
連
判

状
写
』【
史
料
七
】
に
お
い
て
、
順
西
に
付
さ
れ
る
形
で
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
順
西

は
天
正
十
九
年『
末
寺
帳
』【
史
料
四
】で
は
吉
田
の
地
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。「
末

寺
帳
」
と
「
末
寺
連
判
状
」
で
、
記
載
さ
れ
る
地
名
が
異
な
る
例
が
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た
、【
史
料
五
】
で
大
門
に
は
祐
心
の
名
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の

祐
心
は
慶
長
二
年
『
末
寺
連
判
状
』『
末
寺
連
判
状
写
』【
史
料
六
・
七
】
で
は
大
門

で
あ
る
も
の
の
、
慶
長
九
年
『
末
寺
連
判
状
』【
史
料
八
】
で
は
岡
崎
の
「
専
福
寺

祐
心
」
と
あ
る
。
同
名
異
人
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
距
離
も
非
常
に
近
い
た
め
、【
史

料
四
】
に
お
い
て
は
ま
と
め
て
記
載
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ

れ
以
外
で
は
、
赤
羽
根
は
野
田
、
長
瀬
は
吉
田
、
尾
崎
は
大
友
な
ど
の
近
隣
の
有
力

末
寺
道
場
に
ま
と
め
ら
れ
る
な
ど
し
て
【
史
料
四
】
に
表
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ

る
。

　
『
如
光
弟
子
帳
』【
史
料
一
】
や
『
別
本
如
光
弟
子
帳
』【
史
料
十
三
】
に
は
末
寺

道
場
の
中
の
孫
末
寺（
1（
（

の
記
述
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
孫
末
寺
が
末

寺
の
本
寺
と
ま
と
め
て
【
史
料
四
】
に
は
記
載
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
に
該
当
す
る
の
は
保
久
・
大
の
ま
、
広
瀬
、
赤
津
で
あ
る
。
保
久
・
大
の
ま
は
、『
別

本
如
光
弟
子
帳
』【
史
料
十
三
】
で
田
代
の
道
場
三
箇
所
の
内
の
二
つ
と
し
て
記
載

さ
れ
て
お
り
、田
代
に
ま
と
め
ら
れ
て
【
史
料
四
】
に
記
載
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

広
瀬
は
「
オ
シ
サ
ワ
ノ
末
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
押
沢
の
末
寺
に
あ
た
り
、

赤
津
は
「
ア
カ
ツ
ノ
一
シ
キ
」
と
し
て
「
コ
イ
タ
ハ
ノ
末
」
の
記
述
が
あ
り
、
赤
津

は
こ
い
た
わ
の
末
寺
と
い
う
位
置
付
け
で
あ
っ
た
。
広
瀬
や
赤
津
の
よ
う
な
孫
末
寺

は
そ
の
本
寺
に
あ
た
る
押
沢
や
こ
い
た
わ
（
越
田
和
）
に
ま
と
め
ら
れ
る
形
で
記
載

さ
れ
た
た
め
、【
史
料
四
】
に
表
れ
な
か
っ
た
と
い
う
解
釈
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
、【
史
料
五
】
に
見
え
る
が
【
史
料
四
】
に
見
え
な
い
末
寺
道
場
・
坊

主
衆
と
そ
の
地
名
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。【
史
料
五
】
に
見
ら
れ
、【
史
料
四
】

に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
地
名
の
ほ
と
ん
ど
は
他
の
「
末
寺
連
判
状
」
で
も
見
え
る
回

数
が
少
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
は
比
較
的
小
規
模
で
力
を
持
っ

て
い
な
い
末
寺
道
場
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
末
寺
道
場
が
距
離
の

近
く
、
有
力
な
末
寺
道
場
に
ま
と
め
ら
れ
る
形
で
【
史
料
四
】
に
記
載
さ
れ
た
と
み

る
の
が
も
っ
と
も
自
然
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
で
、
鴛
鴨
や
鷲
田
、
新
堀
、
安
城
、
一
色
は
、
隣
の
末
寺
道
場
ま
で
距
離
が

あ
っ
た
り
、
他
の
末
寺
と
緊
密
な
関
係
性
を
有
し
て
い
た
形
跡
が
見
ら
れ
た
り
し
な

か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
近
隣
の
末
寺
道
場
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
い
う
解
釈
は
や
や
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難
し
い
よ
う
に
思
う
。
た
だ
し
、
今
回
の
検
討
で
は
、
こ
れ
ら
の
末
寺
道
場
の
記
載

が
無
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
確
た
る
理
由
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
尾
崎
や
鷲
田

な
ど
が
【
史
料
四
】
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
点
も
含
め
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
ざ

る
を
得
な
い
。

（
2
）
慶
長
二
年
の
『
末
寺
連
判
状
』
と
そ
の
写

　

慶
長
二
（
一
五
九
七
）
年
八
月
二
十
四
日
『
末
寺
連
判
状
』【
史
料
六
】
は
本
願

寺
の
東
西
分
派
へ
と
つ
な
が
る
教
如
と
准
如
の
対
立
に
伴
い
、
教
如
方
に
つ
い
た
上

宮
寺
が
、
准
如
方
に
つ
い
た
本
宗
寺（
11
（

へ
参
詣
し
な
い
こ
と
を
末
寺
道
場
に
誓
約
さ
せ

た
連
判
状
で
あ
る
。『
新
編
岡
崎
市
史
』
に
は
こ
の
連
判
状
の
原
本
【
史
料
六
】
と

そ
の
写
【
史
料
七
】
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
両
史
料
に
見
ら
れ
る
末
寺
道
場
・
坊

主
衆
の
数
は
原
本
よ
り
も
そ
の
写
の
方
が
多
い
。

　

こ
の
よ
う
な
差
異
が
生
じ
た
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
両
史
料
を
比
較
す
る
と
、

原
本
に
見
ら
れ
る
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
は
写
の
方
に
も
同
様
に
み
ら
れ
る
（
原
本
に

見
え
る
祐
賢
と
写
に
見
ら
れ
る
祐
堅
を
同
一
人
物
と
み
な
し
た
場
合
）。
こ
こ
か
ら

推
測
で
き
る
こ
と
は
、原
本
【
史
料
六
】
の
よ
う
な
「
末
寺
連
判
状
」
が
複
数
あ
り
、

そ
れ
ら
を
統
合
し
て
書
写
し
、
一
つ
の
連
判
状
と
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
他

に
【
史
料
六
】
と
同
様
の
「
末
寺
連
判
状
」
が
確
認
で
き
て
い
な
い
た
め
断
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
署
名
数
の
多
い
連
判
の
形
式
と
し
て
は
、
自
然
な
解
釈
で
あ

ろ
う
。

　

ま
た
、
連
判
の
方
法
と
し
て
は
、
地
域
別
で
近
い
末
寺
道
場
の
間
で
ま
わ
し
て
連

判
す
る
こ
と
が
、
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、【
史
料
六
】
に
見
ら
れ
る
末
寺
道

場
は
か
な
り
広
範
囲
に
及
ん
で
お
り
、
近
隣
の
地
域
で
ま
わ
し
た
と
い
う
こ
と
は
考

え
に
く
い
。
ま
た
、【
史
料
六
】
に
見
ら
れ
る
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
が
そ
の
前
後
の
「
末

寺
連
判
状
」に
も
複
数
回
出
て
き
て
お
り
、あ
る
程
度
力
の
あ
っ
た
末
寺
道
場
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
有
力
な
末
寺
道
場
は
他
の
末
寺
道
場
と
は
別

に
連
判
し
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
よ
う
。

　

た
だ
し
、
原
本
と
写
で
連
判
し
た
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
の
署
名
の
順
番
や
位
置
が

大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
、
原
本
に
は
な
か
っ
た
末
寺
道
場
の
地
名
が
写
に
は
付

さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
疑
問
に
残
る
。
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

（
3
）
元
和
二
年
の
『
末
寺
連
判
状
』
二
点

　

元
和
二
（
一
六
一
六
）
年
十
一
月
十
日
付
で
二
点
存
在
す
る
『
末
寺
連
判
状
』【
史

料
十
】【
史
料
十
一
】
は
い
ず
れ
も
東
本
願
寺
第
十
三
代
宣
如（
11
（

の
下
向
に
際
し
費
用

を
末
寺
に
割
り
付
け
る
内
容
で
あ
り
、
こ
の
二
点
に
連
判
し
た
末
寺
道
場
・
坊
主
衆

に
は
大
き
な
差
異
は
見
ら
れ
な
い
。
唯
一
、
連
判
し
て
い
る
坊
主
の
中
で
教
順
と
慶

順
と
い
う
坊
主
が
一
方
に
は
見
ら
れ
、
も
う
一
方
に
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
違
い
が

見
ら
れ
る
状
況
で
あ
る
。【
史
料
十
】【
史
料
十
一
】
に
は
末
寺
道
場
の
地
名
が
ほ
と

ん
ど
付
さ
れ
て
お
ら
ず
、手
が
か
り
が
少
な
い（
慶
順
に
は
あ
さ
い
と
付
し
て
あ
る
）。

　

他
の
「
末
寺
連
判
状
」「
末
寺
帳
」
を
見
る
と
「
教
順
」
と
「
慶
順
」
の
名
は
同

史
料
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
ど
ち
ら
に
も
生
田
と
い
う
地
名
が
付

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
同
一
人
物
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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三
　
本
願
寺
東
西
分
派
前
後
の
「
末
寺
連
判
状
」
比
較

　

慶
長
二
年
八
月
二
十
四
日
「
末
寺
連
判
状
」【
史
料
六
】
が
、
准
如
方
に
つ
い
た

本
宗
寺
へ
の
参
詣
を
禁
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

本
願
寺
が
東
西
分
派
し
て
い
く
動
き
の
中
で
、
全
国
各
地
に
お
け
る
寺
院
・
道
場
の

坊
主
衆
に
お
い
て
は
准
如
・
西
本
願
寺
に
つ
く
か
、
教
如
・
東
本
願
寺
に
つ
く
か
が

大
き
な
問
題
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
三
河
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
願
寺
東

西
分
派
前
後
の
上
宮
寺
末
寺
帳
・
末
寺
連
判
状
を
検
討
し
、
当
該
期
に
上
宮
寺
末
寺

道
場
が
ど
の
よ
う
な
動
き
を
見
せ
て
い
た
の
か
を
考
察
し
た
い
。

　

慶
長
二
年
『
末
寺
連
判
状
』【
史
料
六
・
七
】
の
前
に
作
成
さ
れ
た
末
寺
連
判
状
・

末
寺
帳
に
つ
い
て
は
、天
正
十
九
年
の
『
末
寺
帳
』【
史
料
四
】
と
『
末
寺
連
判
状
写
』

【
史
料
五
】
が
直
近
で
あ
る
。
そ
こ
で
【
史
料
七
】
と
【
史
料
五
】
を
比
較
検
討
し

て
み
る
と
、
大
半
の
末
寺
道
場
が
一
致
す
る
。
異
な
っ
て
い
る
の
は
【
史
料
五
】
に

見
え
る
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
（
坂
崎
・
教
順
、
お
し
か
も
・
和
泉
、
わ
し
た
・
哥
了
、

あ
か
づ
・
万
才
、
あ
さ
ゐ
・
了
可
）
が
【
史
料
七
】
に
は
見
え
な
い
こ
と
、【
史
料
五
】

に
見
え
な
い
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
（
さ
か
さ
き
・
了
順
、
わ
し
た
・
暁
願
、
大
は
ま
・

西
忍
、
あ
か
づ
・
万
了
、
あ
さ
ゐ
・
了
正
）
が
【
史
料
七
】
に
は
見
え
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
、
道
場
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
地
名
が
一
致
し
て
い
る
も
の
と
し

て
は
、
坂
崎
、
わ
し
た
、
あ
か
づ
、
あ
さ
ゐ
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
連
判
し
た
坊

主
の
名
前
は
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
（
代
替
わ
り
と
考
え
ら
れ
る
）、
同
じ
末
寺
道

場
が
署
名
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

　

以
上
を
考
え
て
み
る
と
、
天
正
十
九
年
と
慶
長
二
年
で
の
差
異
は
、
お
し
か
も
・

和
泉
と
大
は
ま
・
西
忍
に
限
ら
れ
る
。
双
方
の
連
判
状
の
ズ
レ
と
し
て
認
識
で
き
る

の
は
ご
く
一
部
の
坊
主
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
大
半
の
末
寺
道

場
と
坊
主
衆
は
、
天
正
十
九
年
と
慶
長
二
年
で
一
致
し
て
お
り
、
本
願
寺
東
西
分
派

と
い
う
状
況
に
お
い
て
も
、
上
宮
寺
と
の
本
末
関
係
を
崩
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測

で
き
る
。
上
宮
寺
の
本
末
関
係
の
結
び
つ
き
の
強
さ
が
う
か
が
え
よ
う
。

四
　
同
一
作
成
目
的
の
末
寺
連
判
状
・
末
寺
帳
比
較

　

上
宮
寺
の
「
末
寺
連
判
状
」「
末
寺
帳
」
の
中
に
は
作
成
目
的
を
同
じ
く
す
る
も

の
が
複
数
確
認
で
き
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
比
較
検
討
を
行
い
、
議
論
を
深
め
て

い
き
た
い
。
取
り
扱
う
の
は
次
の
三
つ
の
項
目
で
あ
る
。

（
1
）「
末
寺
帳
」
を
比
較
し
、
末
寺
道
場
の
変
遷
に
つ
い
て
の
検
討

（
2
）
東
本
願
寺
住
職
下
向
時
に
お
け
る
費
用
割
付
関
係
の
連
判
状
の
比
較

（
3
）
上
宮
寺
御
番
規
定
に
関
す
る
「
連
判
状
」
と
「
末
寺
番
帳
」
の
比
較

　

こ
の
う
ち
（
2
）
下
向
費
用
割
付
関
係
と
（
3
）
御
番
規
定
関
係
に
関
し
て
は
そ

れ
ぞ
れ
史
料
を
比
較
検
討
す
る
中
で
、
上
宮
寺
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
の
財
政
状
況
に

つ
い
て
も
考
察
す
る
。
特
に
御
番
規
定
の
検
討
は
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
の
班
分
け
や

御
番
の
担
当
者
分
担
な
ど
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
他
の
末
寺
連
判
状
・
末
寺
帳
の
比

較
検
討
と
は
異
な
っ
た
視
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
1
）「
末
寺
帳
」
の
比
較
検
討

　

末
寺
道
場
・
坊
主
衆
の
把
握
を
目
的
と
し
た
「
末
寺
帳
」
と
し
て
、文
明
十
六
（
一

四
八
四
）
年
『
如
光
弟
子
帳
』【
史
料
一
】、
天
正
十
九
（
一
五
九
一
）
年
『
上
宮
寺

末
寺
帳
』【
史
料
四
】、『
別
本
如
光
弟
子
帳
』【
史
料
十
三
】、
貞
享
四
（
一
六
八
七
）

年
『
東
本
願
寺
宗
上
宮
寺
末
寺
手
形
帳
』【
史
料
十
四
】
を
比
較
検
討
す
る
。

　

ま
ず
、
記
載
さ
れ
た
末
寺
道
場
の
数
を
比
較
し
て
い
く
。【
史
料
一
】
に
記
載
さ

れ
た
地
域
と
門
徒
の
数
は
三
河
・
尾
張
で
合
計
百
五
で
あ
る
。【
史
料
四
】
は
合
計

八
十
八
と
な
っ
て
い
る
が
、【
史
料
十
三
】
で
は
【
史
料
一
】
に
あ
る
末
寺
道
場
が

複
数
に
分
か
れ
た
り
、
新
し
い
末
寺
道
場
の
地
名
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
り
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
末
寺
道
場
の
数
を
増
や
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
し
か

し
、【
史
料
十
四
】
は
末
寺
道
場
の
数
が
合
計
五
十
と
な
っ
て
お
り
大
幅
に
減
少
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

次
に
、
末
寺
道
場
の
分
布
に
つ
い
て
は
、【
史
料
四
】（
天
正
十
九
年
）
で
は
遠
州
、

駿
河
、
武
蔵
江
戸
、
下
総
な
ど
に
も
末
寺
道
場
が
分
布
し
て
お
り
、【
史
料
一
】（
文

明
十
六
年
）よ
り
末
寺
道
場
の
分
布
範
囲
が
広
が
っ
て
い
る（
11
（

。
し
か
し
、【
史
料
十
四
】

（
貞
享
四
年
）
の
場
合
は
三
河
国
内
に
限
っ
た
末
寺
道
場
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

た
め
先
に
述
べ
た
よ
う
に
数
が
大
き
く
減
少
す
る
の
で
あ
る
が
、こ
れ
は
「
末
寺
帳
」

と
し
て
の
性
格
が
異
な
る
た
め
で
、
三
河
以
外
の
末
寺
道
場
と
の
関
係
が
切
れ
た
わ

け
で
は
な
い
。

　

そ
の
上
で
、【
史
料
十
四
】
に
記
さ
れ
た
末
寺
道
場
を
見
て
み
れ
ば
、
や
は
り
【
史

料
一
】
か
ら
続
く
末
寺
帳
・
末
寺
連
判
状
に
見
ら
れ
た
有
力
末
寺
道
場
の
地
名
の
多

く
が
確
認
で
き
る
。
三
河
国
内
に
お
い
て
、
中
世
以
来
の
上
宮
寺
の
末
寺
道
場
の
多

く
が
近
世
に
入
っ
て
も
上
宮
寺
と
の
本
末
関
係
を
維
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
2
）
東
本
願
寺
住
職
下
向
費
用
割
付
関
係
「
連
判
状
」
の
比
較
検
討

　

上
宮
寺
末
寺
連
判
状
に
は
東
本
願
寺
住
職
の
下
向
に
伴
う
費
用
を
末
寺
に
割
り
付

け
る
内
容
の
も
の
も
多
く
あ
る
。

　

ま
ず
、
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
年
『
上
宮
寺
末
寺
割
付
帳
』【
史
料
二
】
は

連
判
状
形
式
で
は
な
い
が
、
教
如
の
下
向
費
用
を
三
十
五
か
所
に
割
り
振
っ
た
も
の

で
、
上
宮
寺
末
寺
道
場
の
多
く
が
見
え
る
。
連
判
状
形
式
の
も
の
と
し
て
は
、
慶
長

十
一
（
一
六
〇
六
）
年
『
上
宮
寺
末
寺
連
判
状
』【
史
料
九
】、元
和
二
（
一
六
一
六
）

年
『
上
宮
寺
末
寺
連
判
状
』【
史
料
十
・
十
一
】
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
比
較

し
な
が
ら
、
見
出
さ
れ
て
く
る
上
宮
寺
の
費
用
割
付
の
あ
り
方
や
そ
の
特
徴
、
さ
ら

に
は
上
宮
寺
末
寺
道
場
の
財
政
状
況
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
い
た
い
。

　

こ
れ
ら
の
割
付
関
係
史
料
を
見
る
と
、
そ
の
す
べ
て
に
見
ら
れ
る
末
寺
道
場
・
坊

主
衆
が
複
数
存
在
す
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
高
取
専
修
坊
や
細
川
重
正
な
ど
、
他
の

連
判
状
・
末
寺
帳
に
も
多
く
名
が
見
ら
れ
る
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

す
べ
て
の
割
付
関
係
史
料
に
登
場
す
る
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
は
【
史
料
二
】
に
よ
る

と
、割
り
付
け
ら
れ
た
費
用
の
金
額
が
他
の
末
寺
道
場
よ
り
大
き
い
傾
向
に
あ
っ
た
。

費
用
を
他
の
末
寺
道
場
よ
り
多
く
賄
え
る
だ
け
の
財
力
を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
は
割
付
関
係
だ
け
で
な
く
、
規

定
関
係
の
連
判
状
に
も
多
く
署
名
が
見
ら
れ
、
上
宮
寺
末
寺
道
場
の
中
で
は
上
位
に
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〇

位
置
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
他
の
連
判
状
・
末
寺
帳
で
は
多
く
署
名
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
割

付
関
係
史
料
に
は
一
度
し
か
見
ら
れ
な
い
末
寺
道
場
（
小
峯
、
長
沢
、
吉
田
、
恵
田

な
ど
）、
一
度
も
見
ら
れ
な
い
末
寺
道
場
（
筒
針
、
渡
）
も
一
定
数
存
在
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
連
判
状
・
末
寺
帳
に
多
く
登
場
し
て
い
る
末
寺
道
場
、
人
数
の
少
な
い
連

判
状
に
も
見
ら
れ
る
末
寺
道
場
は
上
宮
寺
末
寺
道
場
内
で
は
主
要
な
位
置
を
占
め
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
末
寺
道
場
で
も
、
必
ず
し
も
毎
回
割
付
費
用

を
賄
え
る
ほ
ど
の
財
力
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
で
、
連
判
状
・
末
寺
帳
全
体
で
あ
ま
り
署
名
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
に
も
関
わ

ら
ず
、
割
付
関
係
史
料
に
は
複
数
回
登
場
し
て
い
る
末
寺
道
場
（
広
瀬
）
も
存
在
し

た
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
あ
ま
り
末
寺
連
判
状
に
多
く
見
ら
れ
ず
、
主
要
な
位
置
に

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
末
寺
道
場
で
も
、
比
較
的
財
源
が
充
実
し
て
い
た
も
の
も

あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
よ
う
。

　

た
だ
、上
宮
寺
末
寺
道
場
全
体
の
財
政
状
況
は
良
好
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

再
興
後
の
三
河
本
願
寺
勢
力
は
、
三
河
一
向
一
揆
後
の
再
興
に
か
か
る
費
用
、
赦
免

か
ら
続
く
徳
川
氏
へ
の
諸
礼
銭
の
支
払
い
、
材
木
京
上
人
足
役
賦
課
な
ど
で
、
財
政

は
非
常
に
厳
し
い
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る（
11
（

。
上
宮
寺
も
そ
の
例
外
で
は

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。【
史
料
十
・
十
一
】
で
は
割
付
費
用
の
半
分
を
「
は
り
さ
き

七
蔵
、
こ
も
う
茂
左
衛
門
、
ま
ち
や
孫
左
衛
門
」
の
三
人
で
賄
っ
て
い
る
。
厳
し
い

状
況
下
で
費
用
を
賄
お
う
と
苦
心
す
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

（
3
）「
御
番
之
事
」
の
規
定
に
関
す
る
比
較
検
討

　

上
宮
寺
末
寺
道
場
に
は
「
御
番
之
事
」
と
い
う
役
目
が
課
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

「
御
番
之
事
」
と
は
、
こ
の
場
合
、
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
が
上
宮
寺
に
参
り
、
掃
除

や
灯
明
な
ど
の
諸
役
を
勤
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
御
番
之
事
」
に
つ
い
て
記
述

が
あ
る
の
は
、
天
正
十
九
（
一
五
九
一
）
年
『
末
寺
連
判
状
写
』【
史
料
五
】
と
年

未
詳
の
『
上
宮
寺
末
寺
番
帳
』【
史
料
十
二
】
で
あ
る
。
両
史
料
の
特
徴
を
ま
と
め
、

比
較
検
討
を
行
う
。
そ
の
中
で
【
史
料
十
二
】
の
年
代
推
定
も
行
い
、
さ
ら
に
は
、

上
宮
寺
と
末
寺
道
場
の
財
政
状
況
や
本
末
関
係
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
は
両
史
料
の
「
御
番
之
事
」
に
関
す
る
記
述
の
特
徴
を
整
理
す
る
。

　
【
史
料
五
】
に
は
礼
銭
な
ど
の
規
定
に
加
え
て
、「
御
番
之
事
」
に
つ
い
て
の
規
定

が
記
さ
れ
て
い
る
。「
御
番
之
事
、
御
ち
や
う
め
ん
の
通
、
一
は
ん
七
日
ツ
ヽ
御
院

家
さ
ま
へ
ま
い
り
、
御
と
う
明
・
御
そ
う
ち
等
仕
可
申
候
、」
と
あ
り
、
末
寺
道
場

を
合
計
三
班
に
分
け
た
上
で
、
各
班
が
七
日
ず
つ
「
御
院
家
」
す
な
わ
ち
上
宮
寺
に

参
り
、
掃
除
や
灯
明
の
諸
役
を
勤
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
【
史
料
五
】
は

他
の
「
末
寺
連
判
状
」
と
比
較
し
て
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
の
署
名
の
数
が
多
い
。
他

の
「
末
寺
連
判
状
」
に
も
複
数
回
見
ら
れ
る
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
だ
け
で
な
く
、
あ

ま
り
多
く
は
見
ら
れ
な
い
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
の
署
名
も
あ
り
、
各
班
に
割
り
振
ら

れ
て
い
る
。

　

一
班
・
二
班
・
三
班
の
内
約
を
見
る
と
、
人
数
や
末
寺
道
場
の
構
成
に
偏
り
が
生

じ
て
い
る
。
各
班
を
構
成
す
る
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
の
数
は
、
一
班
＝
十
九
、
二
班

＝
十
四
、
三
班
＝
三
十
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
三
班
に
他
の
「
末
寺
連
判
状
」
で
多
く
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見
ら
れ
る
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
の
大
半
が
振
り
分
け
ら
れ
て
お
り
、
末
寺
道
場
・
坊

主
衆
の
構
成
も
大
き
な
偏
り
が
う
か
が
え
る
。
班
を
構
成
す
る
末
寺
道
場
の
数
が
増

え
れ
ば
、
相
対
的
に
各
末
寺
道
場
の
仕
事
量
は
減
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
よ
う
に

偏
り
の
あ
る
班
編
成
と
な
っ
た
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　

各
班
を
構
成
す
る
末
寺
道
場
の
数
に
大
き
な
開
き
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ

が
許
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
各
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
も
そ
れ
を
理
解
し
た
上

で
班
構
成
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
三
班
を
構
成
す
る
末
寺
道
場
・
坊

主
衆
に
注
目
す
る
と
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
他
の
「
末
寺
連
判
状
」
に
多
く
見
ら

れ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
前
節
で
検
討
し
た
割
付
関
係
の
観
点
か
ら

み
る
と
、
三
班
に
属
す
る
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
は
教
如
下
向
の
際
の
割
付
関
係
史
料

【
史
料
二
・
九
】に
複
数
回
見
ら
れ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

教
如
下
向
の
費
用
割
付
に
大
き
く
貢
献
し
た
末
寺
道
場
は
「
御
番
之
事
」
で
の
負
担

が
減
る
傾
向
が
う
か
が
え
る
。
費
用
割
付
の
負
担
が
大
き
い
末
寺
道
場
に
は
御
番
の

負
担
を
減
ら
す
こ
と
で
末
寺
道
場
間
の
不
平
等
を
是
正
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

あ
る
い
は
、
有
力
な
末
寺
道
場
が
自
ら
の
負
担
を
軽
く
し
よ
う
と
図
っ
た
可
能
性

も
考
え
ら
れ
る
。
有
力
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
で
示
し
合
わ
せ
て
、
御
番
の
負
担
を
軽

減
す
べ
く
動
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
有
力
な
末
寺
道
場
・
坊
主
衆

の
派
閥
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
、
こ
の
派
閥
に
属
し
な
い
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
は

こ
れ
に
口
出
し
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
形
に
な
ろ
う
が
、
可
能
性
と
し
て
は
あ
り
得

な
い
話
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
意
図
的
に
三
班
を
構
成
し
た
こ
と

は
間
違
い
な
か
ろ
う
し
、
そ
の
背
景
に
三
班
の
負
担
軽
減
が
あ
っ
た
こ
と
も
強
く
推

定
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
の
派
閥
や
グ
ル
ー
プ
が
存
在

し
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

一
方
、
同
じ
く
「
御
番
之
事
」
に
つ
い
て
書
き
記
し
た
【
史
料
十
二
】
も
存
在
す

る
。
こ
ち
ら
は
五
日
に
一
度
の
間
隔
で
一
月
か
ら
十
二
月
の
一
年
間
を
通
し
て
担
当

者
と
そ
の
日
程
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、年
に
一
回
か
ら
三
回
の
御
番
が
各
末
寺
道
場
・

坊
主
衆
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
文
書
の
形
式
は
「
末
寺
連
判
状
」
と
は

異
な
り
、
番
役
の
覚
書
と
し
て
の
帳
面
で
あ
る
。【
史
料
五
】
と
比
較
し
て
、【
史
料

十
二
】
に
登
場
す
る
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
の
数
は
少
な
い
。
さ
ら
に
、【
史
料
五
】

で
は
、「
末
寺
連
判
状
」
に
あ
ま
り
多
く
記
載
の
な
い
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
が
多
く

見
ら
れ
た
の
に
対
し
、
そ
れ
ら
の
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
の
大
半
は
他
の
「
末
寺
連
判

状
」
に
多
く
見
ら
れ
る
有
力
末
寺
で
あ
っ
た
。
ま
た
、【
史
料
十
二
】
に
記
載
の
あ

る
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
は
割
付
関
係
の
史
料
に
も
複
数
回
見
ら
れ
る
も
の
が
多
い
と

い
う
傾
向
も
あ
っ
た
。

　

な
お
、【
史
料
十
二
】
は
年
月
日
の
記
載
が
無
い
史
料
で
あ
る
。
よ
り
議
論
を
深

め
る
た
め
に
【
史
料
五
】
と
【
史
料
十
二
】
の
前
後
関
係
を
あ
る
程
度
把
握
す
る
必

要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
【
表
2
】
を
用
い
て
検
討
を
行
い
た
い
。

　
【
史
料
十
二
】
に
は
外
表
紙
に
尊
祐
の
印
が
見
ら
れ
る
。
尊
祐
は
慶
長
九
（
一
六

〇
四
）
年
九
月
十
四
日
没
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
よ
り
以
前
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
「
龍
泉
寺
源
明
」
と
い
う
坊
主
が
【
史
料
十
二
】
に
見
え
る
が
、

年
次
が
判
明
す
る
源
明
の
初
出
は【
史
料
九
】（
慶
長
十
一
年
）で
あ
る
。
そ
し
て【
史
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料
六
】（
慶
長
二
年
）
ま
で
は
龍
泉
寺
の
坊
主
は
祐
喜
で
あ
る
た
め
、
慶
長
二
年
以

降
で
あ
る
可
能
性
も
高
い
。
以
上
の
こ
と
を
考
え
る
と
、【
史
料
十
二
】
が
作
成
さ

れ
た
年
代
の
範
囲
は
慶
長
二
年
八
月
二
十
四
日
以
降
、
慶
長
九
年
九
月
十
四
日
以
前

の
期
間
で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
こ
れ
以
上
の
検
討
は
難
し
い
が
、
あ
る
程
度

の
年
代
を
推
定
で
き
た
こ
と
で
比
較
検
討
を
さ
ら
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

す
な
わ
ち
、【
史
料
十
二
】
は
【
史
料
五
】（
天
正
十
九
年
）
よ
り
も
後
に
作
成
さ

れ
た
こ
と
と
な
る
。
と
す
れ
ば
、
番
役
の
割
り
振
り
に
関
す
る
変
化
の
方
向
性
が
見

え
て
く
る
。
一
班
七
日
ず
つ
の
三
班
構
成
で
割
り
振
ら
れ
て
い
た
番
役
は
五
日
に
一

度
（
月
に
五
回
）
に
減
少
し
、
班
の
編
成
も
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
、【
史

料
五
】（
天
正
十
九
年
）
で
は
六
十
三
も
の
末
寺
道
場
が
番
役
を
担
当
す
る
こ
と
と

な
っ
て
い
る
が
、【
史
料
十
二
】
で
は
、
三
十
四
の
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
し
か
見
ら

れ
ず
、
そ
の
大
半
は
主
要
な
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
が
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

番
役
を
割
り
振
る
日
数
が
減
少
し
、
番
役
を
担
当
す
る
末
寺
道
場
も
主
要
な
末
寺

道
場
の
み
残
さ
れ
る
形
で
減
少
し
て
い
る
様
子
か
ら
は
、
上
宮
寺
末
寺
道
場
・
坊
主

衆
の
厳
し
い
状
況
が
う
か
が
え
る
。
番
役
を
定
期
的
に
担
当
で
き
る
ほ
ど
の
余
裕
の

あ
る
末
寺
道
場
が
【
史
料
五
】（
天
正
十
九
年
）
の
頃
に
比
べ
て
少
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
を
上
宮
寺
側
も
考
慮
し
て
、
番
役
の
日
数
を
削
減
し
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。【
史
料
五
】
で
は
、
費
用
割
付
関
係
で
貢
献
度
の
高
い
有
力
末
寺
道
場
・

坊
主
衆
に
配
慮
し
、
そ
の
負
担
が
軽
く
な
る
よ
う
に
班
編
成
が
行
わ
れ
た
可
能
性
を

先
に
指
摘
し
た
が
、【
史
料
十
二
】
か
ら
は
そ
の
よ
う
な
余
裕
は
う
か
が
う
こ
と
は

で
き
な
い
。
本
節
（
二
）
で
も
言
及
し
た
が
、
こ
の
時
期
は
上
宮
寺
を
は
じ
め
と
す

る
三
河
本
願
寺
勢
力
の
財
政
状
況
は
厳
し
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状

況
下
で
、
上
宮
寺
末
寺
道
場
の
中
で
も
と
も
と
力
の
な
か
っ
た
末
寺
道
場
・
坊
主
衆

は
番
役
を
務
め
る
人
員
的
・
金
銭
的
余
裕
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
一
方
で
、「
末
寺
番
帳
」
が
作
成
さ
れ
た
と
推
定
し
た
期
間
は
本
願
寺
勢
力

の
分
裂
が
顕
著
と
な
っ
て
い
た
時
期
に
あ
た
る
。
上
宮
寺
は
慶
長
二
年
の
時
点
で
教

如
方
に
つ
く
こ
と
を
表
明
し
、「
末
寺
連
判
状
」
に
お
い
て
准
如
方
に
つ
い
た
本
宗

寺
へ
の
参
詣
を
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
に
禁
じ
て
い
る
が
、
本
願
寺
勢
力
の
分
裂
と
い

う
問
題
に
直
面
す
る
中
で
、本
末
関
係
の
維
持
に
努
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

末
寺
道
場
の
掌
握
を
推
し
進
め
る
一
環
と
し
て（
11
（

、
天
正
十
九
年
「
末
寺
連
判
状
」
で

規
定
し
た
「
御
番
之
事
」
を
末
寺
道
場
の
財
政
状
況
を
鑑
み
た
う
え
で
修
正
し
た
も

の
が
今
回
の『
上
宮
寺
末
寺
番
帳
』【
史
料
十
二
】な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、

末
寺
道
場
側
の
厳
し
い
状
況
を
考
慮
し
て
番
役
の
日
数
を
減
ら
し
つ
つ
、
番
役
の
担

当
を
有
力
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
に
限
定
す
る
こ
と
で
番
規
定
を
継
続
し
、
本
末
関
係

の
維
持
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
厳
し
い
状
況
下
で
も
、
主
要
な
末
寺
道
場
・
坊
主
衆

と
の
本
末
関
係
を
維
持
し
よ
う
と
苦
心
す
る
上
宮
寺
の
様
子
が
う
か
が
え
よ
う
。
こ

の
よ
う
な
上
宮
寺
の
取
り
組
み
が
、
本
節
（
一
）
で
も
言
及
し
た
よ
う
な
、
三
河
国

内
の
長
期
に
わ
た
る
本
末
関
係
の
維
持
の
一
因
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

本
論
文
で
は
三
河
本
願
寺
勢
力
の
中
で
も
上
宮
寺
の
「
末
寺
連
判
状
」「
末
寺
帳
」



上
宮
寺
門
徒
団
史
料
の
基
礎
的
考
察

五
三

に
注
目
し
、
上
宮
寺
の
本
末
関
係
や
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
検

討
に
取
り
組
ん
だ
。
同
年
月
日
あ
る
い
は
同
年
に
作
成
さ
れ
た
「
末
寺
連
判
状
」「
末

寺
帳
」
を
比
較
す
る
こ
と
で
、「
末
寺
連
判
状
」
の
作
成
方
法
や
末
寺
帳
に
お
け
る

末
寺
道
場
・
坊
主
衆
の
記
載
傾
向
に
至
る
ま
で
考
察
を
行
っ
た
。

　

ま
た
、
本
願
寺
東
西
分
裂
の
前
後
で
「
末
寺
連
判
状
」
の
比
較
を
行
っ
た
が
、
本

願
寺
分
裂
の
前
後
で
上
宮
寺
の
末
寺
道
場
組
織
に
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
な
か
っ
た

こ
と
か
ら
、
三
河
国
内
に
お
い
て
上
宮
寺
と
末
寺
道
場
が
本
末
関
係
を
維
持
し
て
い

る
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、
同
一
の
目
的
で
作
成
さ
れ
た
「
末

寺
連
判
状
」「
末
寺
帳
」
の
連
続
的
な
比
較
検
討
を
行
っ
た
。「
末
寺
帳
」
の
比
較
で

は
末
寺
道
場
の
変
遷
を
追
い
、
割
付
関
係
史
料
と
御
番
規
定
関
係
史
料
で
は
末
寺
道

場
の
財
政
状
況
と
本
末
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
弱
体
化
に
伴
い
厳
し
い
状
況
に

あ
っ
た
末
寺
道
場
の
実
態
と
本
末
関
係
を
維
持
し
よ
う
と
努
め
る
上
宮
寺
の
様
子
を

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
た
。

　

し
か
し
、い
ず
れ
の
項
目
も
ま
だ
ま
だ
検
討
が
不
十
分
な
部
分
が
存
在
し
て
い
る
。

天
正
十
七
年
「
末
寺
連
判
状
」
や
慶
長
九
年
「
上
宮
寺
末
寺
連
判
状
」
な
ど
、
今
回

検
討
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
史
料
も
あ
り
、さ
ら
な
る
分
析
が
必
要
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
今
回
は
上
宮
寺
の
本
末
関
係
に
限
定
し
て
検
討
し
た
が
、
今
後
は
勝
鬘
寺

や
本
證
寺
な
ど
の
三
河
本
願
寺
勢
力
の
有
力
寺
院
と
の
比
較
検
討
を
行
い
、
三
河
本

願
寺
勢
力
全
体
の
本
末
関
係
の
あ
り
方
を
分
析
す
る
な
ど
視
野
を
広
げ
て
い
く
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
本
論
文
の
成
果
と
今
後
の
課
題
を
提
示
し
擱
筆
す
る
。

注

（
1
）　

先
行
研
究
に
お
い
て
は
「
三
河
本
願
寺
教
団
」
と
称
さ
れ
る
場
合
が
多
い
が
、「
教

団
」
と
い
う
言
葉
は
近
代
的
な
表
現
で
あ
る
た
め
、
中
世
・
近
世
期
の
三
河
本

願
寺
の
勢
力
に
対
し
て
「
教
団
」
と
い
う
呼
称
を
安
易
に
用
い
る
の
は
危
険
で

あ
る
と
考
え
る
。

　
　
　
　

そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
中
世
後
期
か
ら
近
世
初
期
の
三
河
に
お
け
る
平
地
御

坊
本
宗
寺
・
三
河
三
か
寺
を
中
心
と
す
る
一
向
宗
寺
院
・
坊
主
衆
・
門
徒
衆
を

総
称
し
て
「
三
河
本
願
寺
勢
力
」
と
呼
称
す
る
。

（
2
）　

新
行
紀
一
『
一
向
一
揆
の
基
礎
構
造
─
三
河
一
揆
と
松
平
氏
』（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
五
年
）

（
3
）　

天
正
十
六
（
一
五
八
八
）
年
二
月
十
五
日
、
徳
川
家
康
か
ら
三
河
本
願
寺
勢
力

に
対
し
て
、
材
木
を
京
都
ま
で
運
ぶ
た
め
の
人
足
役
の
賦
課
命
令
が
出
さ
れ
た
。

三
河
七
か
寺
・
八
か
寺
は
本
多
重
次
に
免
除
を
願
い
出
、
本
願
寺
に
仲
介
を
依

頼
す
る
な
ど
し
た
が
、
本
多
重
次
に
は
願
い
を
却
下
さ
れ
、
本
願
寺
に
は
仲
介

を
断
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
八
か
寺
は
平
地
御
坊
に
集
合
し
て
、
こ
の
問
題
に

つ
い
て
話
し
合
い
、
人
足
役
提
出
を
拒
否
す
る
こ
と
を
決
め
、
本
多
重
次
に
申

し
入
れ
た
。
そ
の
後
、
石
川
家
成
が
再
度
人
足
役
提
出
を
要
請
し
て
お
り
、
三

河
本
願
寺
勢
力
と
石
川
家
成
と
の
間
で
交
渉
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
不

調
に
終
わ
り
、
八
か
寺
は
人
足
役
提
出
拒
否
を
正
式
に
決
定
し
、
各
寺
院
を
退

去
し
た
。

　
　
　
　

八
か
寺
の
退
去
の
動
き
は
本
願
寺
に
伝
え
ら
れ
、
本
願
寺
の
仲
介
に
よ
り
、

豊
臣
政
権
内
部
に
も
伝
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
豊
臣
秀
長
か
ら
家

康
へ
意
見
が
あ
り
、
人
足
役
は
停
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
根
拠
は
天

正
十
三
（
一
五
八
五
）
年
の
七
か
寺
還
住
許
可
時
に
家
康
よ
り
七
か
寺
に
宛
て

ら
れ
た
諸
役
免
許
状
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　

し
か
し
そ
の
後
、
家
康
は
再
度
三
河
本
願
寺
勢
力
側
へ
材
木
京
上
の
人
足
役

を
賦
課
し
た
。
七
か
寺
に
対
し
て
人
足
役
を
賦
課
す
る
こ
と
は
諸
役
免
許
状
に

違
反
す
る
た
め
不
可
能
で
あ
る
が
、
門
徒
衆
か
ら
の
賦
課
で
あ
れ
ば
、
七
か
寺

に
役
賦
課
す
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
可
能
で
あ
る
と
い
う
論
理
で
あ
っ
た
。（
以

上
『
新
編
安
城
市
史
1
通
史
編
原
始
・
古
代
・
中
世
』〈
安
城
市
、
二
〇
〇
七
年
〉

第
十
一
章
第
七
節
・
谷
口
央
氏
執
筆
分
を
参
照
し
要
約
）



同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
　
第
三
十
八
号

五
四

　
　
　
　

そ
の
後
の
一
件
の
終
結
に
つ
い
て
は
『
新
編
安
城
市
史
1
』
は
不
明
と
し
て

い
る
が
、『
新
編
岡
崎
市
史
2
中
世
』（
岡
崎
市
、
一
九
八
九
年
）
第
四
章
第
二

節
（
新
行
紀
一
氏
執
筆
分
）
で
は
礼
金
上
納
で
終
結
し
た
と
推
定
し
て
い
る
。

（
4
）　

新
行
紀
一
「
天
正
末
年
の
三
河
本
願
寺
教
団
と
徳
川
家
康
─
材
木
京
上
一
件
を

め
ぐ
っ
て
─
」（
和
歌
森
太
郎
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
編
『
近
世
封

建
支
配
と
民
衆
社
会
』
弘
文
堂
、
一
九
七
五
年
）。

（
5
）　

青
木
馨
「
三
河
本
願
寺
教
団
の
復
興
と
教
如
の
動
向
─
石
山
合
戦
終
結
を
め
ぐ
っ

て
─
」（
北
西
弘
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
中
世
仏
教
と
真
宗
』
吉
川
弘
文
館
、
一

九
八
五
年
）。

（
6
）　

安
藤
弥
「
天
正
年
間
三
河
本
願
寺
教
団
の
再
興
過
程
─
平
地
御
坊
体
制
を
め
ぐ
っ

て
─
」（『
安
城
市
史
研
究
』
第
六
号
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
7
）　

安
藤
弥
「「
三
河
一
向
一
揆
」
は
家
康
に
と
っ
て
何
で
あ
っ
た
の
か
」（
平
野
明

夫
編
『
家
康
研
究
の
最
前
線　

こ
こ
ま
で
わ
か
っ
た
「
東
照
神
君
」
の
実
像
』（
洋

泉
社
歴
史
新
書
、
二
〇
一
六
年
）、
同
「
教
如
教
団
の
地
域
的
基
盤
─
三
河
を
事

例
と
し
て
」（
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
編
『
教
如
と
東
西
本
願
寺
』
法
藏
館
、

二
〇
一
三
年
）。

（
8
）　

水
野
智
之
「
聚
楽
第
行
幸
と
武
家
権
力
─
三
河
本
願
寺
教
団
へ
の
材
木
京
上
賦

課
の
検
討
か
ら
」（『
安
城
市
史
研
究
』
第
六
号
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
9
）　

谷
口
央
「
三
河
本
願
寺
教
団
の
再
興
過
程
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（
稲
葉
伸
道
編

『
中
世
寺
社
と
国
家
・
地
域
・
史
料
』
法
藏
館
、
二
〇
一
七
年
）。

（
10
）　

村
岡
幹
生
「
永
禄
三
河
一
揆
の
展
開
過
程
─
三
河
一
向
一
揆
を
見
直
す
─
」（
新

行
紀
一
編
『
戦
国
期
の
真
宗
と
一
向
一
揆
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
11
）　

前
掲
注
（
3
）『
新
編
岡
崎
市
史
2
中
世
』、『
新
編
岡
崎
市
史
3
近
世
』（
岡
崎
市
、

一
九
九
二
年
）。
い
ず
れ
も
執
筆
に
は
新
行
氏
が
携
わ
っ
て
い
る
。

（
12
）　

前
掲
注
（
3
）『
新
編
安
城
市
史
1
』、『
新
編
安
城
市
史
2
通
史
編
近
世
』（
安

城
市
、
二
〇
〇
七
年
）。
こ
れ
ら
の
執
筆
に
は
安
藤
氏
、
水
野
氏
、
谷
口
氏
、
村

岡
氏
が
携
わ
っ
て
い
る
。

（
13
）　

真
宗
大
谷
派
寺
院
（
岡
崎
市
上
佐
々
木
町
）。
も
と
天
台
宗
で
二
三
世
蓮
行
が
親

鸞
に
帰
依
し
て
改
宗
し
た
と
伝
え
る
。
一
五
世
紀
中
葉
に
改
宗
六
代
如
光
が
本

願
寺
蓮
如
に
従
っ
て
高
田
派
よ
り
改
宗
し
、
本
願
寺
派
三
河
三
か
寺
の
一
つ
と

な
る
。
一
向
一
揆
の
国
外
追
放
の
た
め
、
一
揆
以
前
の
史
料
は
僅
少
で
あ
る
が
、

天
正
年
間
以
後
の
地
方
教
団
、
特
に
中
本
山
の
あ
り
方
を
示
す
史
料
は
数
多
い
。

（
以
上
、『
新
編
岡
崎
市
史
6
史
料
古
代
・
中
世
』〈
岡
崎
市
、
一
九
八
三
年
〉
中

世
編
解
題
を
参
照
）

（
14
）　

織
田
顕
信
「
三
河
三
か
寺
門
徒
団
の
基
礎
的
研
究
─
勝
鬘
寺
末
寺
を
中
心
と
し

て
」（『
同
朋
大
学
論
叢
』
第
二
四
・
二
五
合
併
号
、
一
九
七
一
年
。
後
に
同
『
真

宗
教
団
史
の
基
礎
的
研
究
』〈
法
藏
館
、
二
〇
〇
八
年
〉
所
収
）。
織
田
氏
は
、

三
河
三
か
寺
に
数
え
ら
れ
る
勝
鬘
寺
の
蓮
如
・
実
如
期
、
証
如
期
、
顕
如
期
、

教
如
期
と
そ
れ
以
降
と
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
け
る
門
徒
団
の
形
成
過
程
と
そ

の
発
展
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。

（
15
）　

青
木
馨
「
中
世
末
期
に
お
け
る
三
河
上
宮
寺
の
本
末
関
係
」（『
近
世
仏
教
』
第

四
巻
第
四
号
、
一
九
八
〇
年
。
後
に
同
『
本
願
寺
教
団
展
開
の
基
礎
的
研
究　

戦
国
期
か
ら
近
世
へ
』〈
法
藏
館
、
二
〇
一
八
年
〉
所
収
）。
青
木
氏
は
、
上
宮

寺
の
末
寺
帳
か
ら
、
中
世
末
期
の
地
方
真
宗
勢
力
の
構
造
的
特
質
と
展
開
の
一

端
を
考
察
し
、
中
世
末
期
の
本
末
関
係
を
中
心
と
す
る
本
願
寺
地
方
教
団
の
構

造
の
一
例
を
示
し
た
。

（
16
）　
『
新
編
岡
崎
市
史
6
』
上
宮
寺
文
書
一
九
四
。

（
17
）　
『
新
編
岡
崎
市
史
8
史
料
近
世
下
』（
岡
崎
市
、
一
九
八
五
年
）
上
宮
寺
文
書
一

六
〇
。

（
18
）　

こ
の
特
徴
は
三
河
国
内
に
限
ら
れ
る
。
四
で
も
述
べ
る
が
、
三
河
国
外
の
上
宮

寺
末
寺
道
場
の
変
遷
は
流
動
的
と
い
え
る
。

（
19
）　

峰
岸
純
夫
『
中
世
社
会
の
一
揆
と
宗
教
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）

な
ど
。

（
20
）　

上
宮
寺
は
三
河
国
外
に
も
末
寺
道
場
が
存
在
す
る
が
、
末
寺
連
判
状
に
は
三
河

国
外
の
末
寺
道
場
・
坊
主
衆
の
名
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の

た
め
、
今
回
は
三
河
国
内
の
末
寺
道
場
に
限
り
比
較
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

（
21
）　

末
寺
の
末
寺
を
こ
の
よ
う
に
称
す
る
こ
と
が
あ
る
。
前
掲
注
（
15
）
青
木
論
文

参
照
。

（
22
）　

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
寺
院
（
岡
崎
市
美
合
町
）。
蓮
如
建
立
の
一
家
衆
土
呂
本
宗

寺
の
寺
跡
を
つ
ぐ
が
、
血
縁
は
近
世
初
頭
の
四
代
良
乗
で
断
絶
し
、
末
寺
光
顔

寺
が
留
守
居
と
な
る
。
一
八
一
六
（
文
化
一
三
）
年
本
宗
寺
と
復
称
。
一
九
六

八
（
昭
和
四
三
）
年
火
災
で
焼
失
。（
以
上
、『
新
編
岡
崎
市
史
6
』
中
世
編
解



上
宮
寺
門
徒
団
史
料
の
基
礎
的
考
察

五
五

題
を
参
照
）。

（
23
）　
『
新
編
岡
崎
市
史
6
』
で
は
本
文
中
の
「
御
門
跡
」
に
「（
教
如
）」
の
傍
注
が
付

い
て
い
る
が
、
教
如
は
慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）
に
没
し
て
お
り
、
誤
り
で

あ
る
。
教
如
の
後
を
継
い
だ
宣
如
が
正
し
い
。

（
24
）　

前
掲
注（
15
）青
木
論
文
は
、如
光
弟
子
帳
と
天
正
十
九
年
末
寺
帳
の
比
較
を
行
っ

て
お
り
、
末
寺
道
場
の
数
や
範
囲
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
ま
た
、
天
正
十

九
年
末
寺
帳
は
如
光
弟
子
帳
と
比
べ
て
、
寺
号
を
有
す
る
も
の
が
増
加
し
俗
名

は
全
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
や
孫
末
寺
（
孫
末
道
場
）
の
消
滅
に
言
及
し
て
い
る
。

（
25
）　
『
新
編
安
城
市
史
1
』
第
十
一
章
七
節
（
安
藤
氏
執
筆
分
）。

（
26
）　
『
新
編
安
城
市
史
1
』
第
十
一
章
七
節
（
安
藤
氏
執
筆
分
）
で
は
御
番
規
定
を
「
末

寺
掌
握
の
た
め
の
精
力
的
な
制
度
整
備
」
と
し
て
お
り
、
上
宮
寺
を
は
じ
め
、

三
河
三
か
寺
が
末
寺
掌
握
を
強
く
推
し
進
め
る
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
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佛
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紀
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十
八
号

五
六

【
表
1
】
上
宮
寺
末
寺
連
判
状
・
末
寺
帳
一
覧

史
料

名
年

月
日

内
容

史
料

番
号

【
史
料
一
】

『
如

光
弟

子
帳

』
文

明
16（

1484）
年

11月
1

日

上
宮

寺
作

成
。

前
書

き
な

し
。

末
寺

道
場

・
坊

主
衆

の
把

握
が

目
的

と
考

え
ら

れ
る

。
登

場
す

る
末

寺
道

場
・

門
徒

衆
の

数
は

最
多

。
俗

名
で

記
さ

れ
て

い
る

門
徒

が
多

く
、

孫
末

寺
も

散
見

さ
れ

る
こ

と
は

他
の

連
判

状
・

末
寺

帳
に

は
な

い
特

徴
で

あ
る

。
A

　
194

【
史
料
二
】

『
天

正
十

五
年

上
宮

寺
割

付
帳

』
天

正
15（

1587）
年

9
月

1
日

上
宮

寺
作

成
。

教
如

下
向

に
つ

き
、

費
用

の
割

付
を

書
き

留
め

た
も

の
。

表
紙

に
「

末
寺

」
の

文
字

と
上

宮
寺

尊
祐

の
印

が
確

認
で

き
る

。
各

末
寺

道
場

に
対

し
て

ど
れ

ほ
ど

割
付

が
な

さ
れ

た
か

を
知

る
こ

と
が

で
き

る
。

A
　

195

【
史
料
三
】

『
天

正
十

七
年

上
宮

寺
末

寺
連

判
状

』
天

正
17（

1589）
年

9
月

28日
上

宮
寺

作
成

。
灯

明
銭

の
事

に
つ

い
て

美
多

銭
を

本
銭

に
準

ず
る

貨
幣

と
し

て
扱

う
こ

と
と

し
、

進
上

の
日

限
を

七
月

二
十

日
に

定
め

、
期

限
を

過
ぎ

た
際

の
規

定
も

記
す

。
ま

た
、

先
代

に
倣

っ
て

永
楽

銭
で

の
進

上
も

認
め

て
い

る
。

A
　

104

【
史
料
四
】

『
天

正
十

九
年

上
宮

寺
末

寺
帳

』
天

正
19年

1
月

上
宮

寺
作

成
。

上
宮

寺
末

寺
道

場
・

坊
主

衆
の

把
握

が
目

的
と

考
え

ら
れ

る
。

C　
137

【
史
料
五
】

『
天

正
十

九
年

上
宮

寺
末

寺
連

判
状

写
』

天
正

19（
1591）

年
1

月
20日

上
宮

寺
作

成
。

礼
金

・
礼

銭
に

関
す

る
規

定
を

定
め

る
。

御
番

の
事

に
つ

い
て

も
同

時
に

確
認

し
て

い
る

。
A

　
179

【
史
料
六
】

『
慶

長
二

年
上

宮
寺

末
寺

連
判

状
』

慶
長

2
（

1597）
年

8
月

24日
上

宮
寺

作
成

。
三

河
三

ヶ
寺

が
教

如
方

へ
の

出
仕

を
表

明
し

た
こ

と
を

受
け

て
、

今
後

、
准

如
方

へ
つ

い
た

本
宗

寺
へ

は
参

詣
し

な
い

こ
と

を
末

寺
道

場
・

坊
主

衆
へ

誓
約

さ
せ

る
内

容
。

A
　

114

【
史
料
七
】

『
慶

長
二

年
上

宮
寺

末
寺

連
判

状
写

』
同

上
上

宮
寺

作
成

。
右

の
慶

長
二

年
上

宮
寺

末
寺

連
判

状
の

写
で

あ
り

、
内

容
は

同
一

で
あ

る
。

た
だ

し
、

連
判

し
て

い
る

末
寺

道
場

・
坊

主
衆

の
数

に
違

い
が

あ
る

。
A

　
178

【
史
料
八
】

『
慶

長
九

年
上

宮
寺

末
寺

連
判

状
』

慶
長

9
（

1604）
年

7
月

24日

上
宮

寺
末

寺
道

場
方

作
成

。
称

名
と

念
仏

に
関

す
る

上
宮

寺
か

ら
の

質
問

へ
の

返
答

と
考

え
ら

れ
る

。
各

々
の

坊
主

に
聴

聞
し

た
と

こ
ろ

、
御

文
に

は
称

名
は

御
名

を
唱

え
る

こ
と

、
御

名
を

唱
え

る
こ

と
と

は
南

無
阿

弥
陀

仏
と

唱
え

る
こ

と
で

あ
り

、
い

わ
ゆ

る
称

名
念

仏
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
た

。
つ

ま
り

、
称

名
と

念
仏

は
同

一
で

あ
り

、
そ

の
ほ

か
の

解
釈

は
存

在
し

な
い

こ
と

を
伝

え
て

い
る

。「
各

々
聴

聞
」

さ
れ

、
称

名
と

念
仏

の
解

釈
を

確
認

し
た

末
寺

道
場

が
連

判
し

た
と

考
え

ら
れ

る
。

連
判

し
た

末
寺

道
場

・
坊

主
衆

の
数

は
最

も
少

な
い

。
こ

こ
に

見
ら

れ
る

末
寺

道
場

・
坊

主
衆

は
他

の
末

寺
連

判
状

に
も

多
く

登
場

し
て

お
り

、
上

宮
寺

末
寺

道
場

内
で

も
主

要
な

末
寺

道
場

で
あ

る
可

能
性

が
高

い
と

思
わ

れ
る

。
末

寺
連

判
状

で
は

唯
一

の
上

奏
型

文
書

。

A
　

187

【
史
料
九
】

『
慶

長
十

一
年

上
宮

寺
末

寺
連

判
状

』
慶

長
11（

1606）
年

2
月

11日
上

宮
寺

作
成

。
教

如
下

向
に

つ
き

、
費

用
割

付
分

を
無

沙
汰

な
く

進
上

さ
せ

る
こ

と
を

誓
約

さ
せ

る
。

A
　

118



上
宮
寺
門
徒
団
史
料
の
基
礎
的
考
察

五
七

【
史
料
十
】

『
元

和
二

年
上

宮
寺

末
寺

連
判

状
』

元
和

2
（

1616）
年

11月
10日

上
宮

寺
作

成
。

宣
如

下
向

に
つ

き
、

岡
崎

佐
々

木
で

の
ま

か
な

い
の

割
付

を
無

沙
汰

な
く

進
上

す
る

こ
と

を
誓

約
さ

せ
る

。
A

　
119

【
史
料
十
一
】

『
元

和
二

年
上

宮
寺

末
寺

連
判

状
』

同
上

上
宮

寺
作

成
。

宣
如

下
向

に
際

し
た

費
用

割
付

に
つ

い
て

、
は

り
さ

き
七

蔵
・

こ
も

う
茂

左
衛

門
・

ま
ち

や
孫

左
衛

門
と

い
う

商
人

と
思

わ
れ

る
三

名
と

末
寺

道
場

・
坊

主
衆

で
「

御
わ

ひ
事

」
を

半
分

と
す

る
こ

と
を

定
め

る
。

は
り

さ
き

（
針

崎
）

は
三

河
三

ヶ
寺

の
内

の
一

つ
、

勝
鬘

寺
が

所
在

す
る

地
域

で
あ

り
、

こ
も

う
（

小
望

）
は

上
宮

寺
が

所
在

す
る

佐
々

木
の

す
ぐ

近
く

に
位

置
す

る
。

A
　

120

【
史
料
十
二
】

『
上

宮
寺

末
寺

番
帳

』
年

未
詳

1
月

1
日

上
宮

寺
作

成
。

上
宮

寺
御

番
に

つ
い

て
相

違
が

な
い

よ
う

に
書

き
留

め
た

も
の

と
さ

れ
る

。
A

　
196

【
史
料
十
三
】

『
別

本
如

光
弟

子
帳

』
（

上
宮

寺
末

寺
鏡

）
年

月
日

未
詳

慶
長

九
年

以
降

と
考

え
ら

れ
る

。
教

祐
筆

、
真

祐
加

筆
。『

如
光

弟
子

帳
』

を
増

補
改

訂
し

た
内

容
で

あ
る

。
A

　
197

【
史
料
十
四
】

『
貞

享
四

年
東

本
願

寺
宗

上
宮

寺
末

寺
手

形
帳

』

貞
享

4
（

1687）
年

6
月

2
日

三
河

国
内

に
お

け
る

上
宮

寺
の

末
寺

道
場

・
坊

主
衆

の
把

握
が

目
的

と
考

え
ら

れ
る

。
B　

160

＊
出

典
　【
史
料
一
～
四
】【
史
料
六
～
十
三
】

…
『

新
編

岡
崎

市
史

6
史

料
古

代
中

世
』（

岡
崎

市
、

1983年
）＝

A
　

　
　

　【
史
料
十
四
】

…
『

新
編

岡
崎

市
史

8
史

料
近

世
下

』（
岡

崎
市

、
1985年

）＝
B

　
　

　
　【
史
料
五
】

…
『

愛
知

県
史

12資
料

編
織

豊
2

』（
愛

知
県

、
2007年

）＝
C
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朋
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表
2

如
光

弟
子

帳
天

正
15年

上
宮

寺
割

付
帳

天
正

17年
上

宮
寺

末
寺

連
判

帳

天
正

19年
上

宮
寺

末
寺

連
署

書
状

写

天
正

19年
上

宮
寺

末
寺

帳
慶

長
2

年
上

宮
寺

末
寺

連
判

状

慶
長

2
年

上
宮

寺
末

寺
連

判
状

写

慶
長

9
年

上
宮

寺
末

寺
連

判
状

慶
長

11年
上

宮
寺

末
寺

連
判

状
元

和
2

年
上

宮
寺

末
寺

連
判

状
元

和
2

年
上

宮
寺

末
寺

連
判

状
上

宮
寺

末
寺

番
帳

別
本

如
光

弟
子

帳

貞
享

4
年

東
本

願
寺

宗
上

宮
寺

末
寺

手
形

帳
〔

寺
院

名
〕【

地
名

】
ア

カ
ツ

ノ
一

シ
キ

〇
 30

〇
赤

羽
根

　
　

ア
カ

ハ
ネ

〇
 46

〇
了

空
〇

了
空

〇

足
助

岩
崎

　
　

あ
す

け
い

わ
さ

き
〇

 40
〇

井
谷

　
　

い
か

い
〇

 58
〇

池
田

　
　

い
け

だ
〇

 25
〇

磯
部

　
　

い
そ

べ
〇

 14
〇

祐
専

（
三

百
文

）
〇

西
教

寺
牛

田
　

　
う

し
だ

〇
 19

〇
（

・
四

百
文

）
〇

了
円

〇
了

円
〇

了
正

〇
了

円
〇

了
正

（
〇

了
正

）
（

〇
了

正
）

〇
〇

〇
西

教
寺

祖
母

居
屋

敷
　

　
う

ば
や

し
き

〇
 37

〇

務
女

　
　

う
ね

め
〇

 51
〇

東
円

坊
江

田
・

恵
田

　
　

え
た

・
ゑ

た
〇

 53
〇

（
四

百
文

）
〇

東
円

坊
〇

東
円

坊
〇

東
円

坊
－

祐
可

（
〇

東
円

坊
）

（
〇

東
円

坊
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か

ん
べ

・
あ

お
づ

む
ら

〇
「

の
だ

西
円

寺
下

」
〇

念
西

〇
西

応
寺（

青
）

龍
泉

寺
田

原
　

　
た

は
ら

〇
「

の
だ

西
円

寺
下

」
〇

教
願

〇
龍

泉
寺

礼
善

寺
莇

生
村

　
　

あ
ざ

ぶ
む

ら
〇

礼
善

寺

専
超

寺
今

村
　

　
い

ま
む

ら
〇

専
超

寺

満
徳

寺
堤

村
　

　
つ

つ
み

む
ら

〇
満

徳
寺

光
円

寺
八

町
　

　
は

っ
ち

ょ
う

〇
光

円
寺

唯
念

寺
日

名
村

　
　

ひ
な

む
ら

〇
唯

念
寺

春
林

寺
福

桶
村

　
　

ふ
く

お
け

む
ら

〇
秀

悦

如
光

弟
子

帳
天

正
15年

上
宮

寺
割

付
帳

天
正

17年
上

宮
寺

末
寺

連
判

帳

天
正

19年
上

宮
寺

末
寺

連
署

書
状

写

天
正

19年
上

宮
寺

末
寺

帳
慶

長
2

年
上

宮
寺

末
寺

連
判

状

慶
長

2
年

上
宮

寺
末

寺
連

判
状

写

慶
長

9
年

上
宮

寺
末

寺
連

判
状

慶
長

11年
末

寺
連

判
状

元
和

2
年

上
宮

寺
末

寺
連

判
状

元
和

2
年

上
宮

寺
末

寺
連

判
状

上
宮

寺
末

寺
番

帳
別

本
如

光
弟

子
帳

貞
享

4
年

東
本

願
寺

宗
上

宮
寺

末
寺

手
形

帳

＊
如

光
弟

子
帳

・
天

正
十

九
年

末
寺

帳
に

関
し

て
は

三
河

国
の

末
寺

道
場

に
限

る
。


